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   大田原市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

 大田原市公民館条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 
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大田原市長 津 久 井 富 雄   



大田原市公民館条例の一部を改正する条例 

大田原市公民館条例（昭和４５年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「大田原市湯津上５番地１０８１」を「大田原市本町１丁目２７１６番

地５」に改める。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第７条関係） 

公民館使用料                           （単位：円） 

使用時間 午前（午前９時から

正午まで） 

午後（午後１時から

午後５時まで） 

夜間（午後６時から

午後１０時まで） ＼ 

使用区分 

地区公民館 会議室 ５００ ６００ ７００ 

和室 ２００ ３００ ５００ 

実習室 ３００ ５００ ６００ 

展示室 ５００ ６００ ７００ 

視聴覚室 ６００ ７００ ８００ 

公会堂 １,５００ ２,０００ ３,０００ 

体育室 １,５００ ２,０００ ３,０００ 

備考  

１ 使用時間を超過した場合は、超過時間１時間につき規定使用料に１００分の３０

を乗じた額を徴収する。 

２ 実習室使用における燃料費は、使用量に応じ実費を徴収する。 

３ 公会堂については、黒羽・川西地区公民館のみに適用する。 

４ 体育室については、大田原西地区公民館のみに適用する。 

５ 大田原西地区公民館の夜間の使用時間については、午後５時から午後９時までと

する。 

附 則 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 


